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保健事業の実施計画（データヘルス計画）策定の手引き 
（令和５年改訂案） 

 

１．計画の基本的事項 

（１）背景・目的 

（２）計画の位置付け 

（３）標準化の推進 

  ① 標準化の利点 

  ② 取り組むべき事項  

（４）関係者が果たすべき役割 

① 市町村国保の役割 

② 都道府県（国保部局）の役割 

③ 都道府県（保健衛生部局）の役割 

④ 保健所の役割 

⑤ 国保連及び支援・評価委員会、国保中央会の役割 

⑥ 後期高齢者医療広域連合の役割 

⑦ 保健医療関係者の役割 

 

２－１．計画に記載すべき事項と留意点（市町村国保） 

（１）基本的事項 

① 計画の趣旨 

② 計画期間 

③ 実施体制・関係者連携 

（２）現状の整理 

① 保険者等の特性 

② 前期計画等に係る考察 

（３）健康・医療情報等の分析・分析結果に基づく健康課題の抽出 

（４）データヘルス計画（保健事業全体）の目的、目標、目標を達成するため

の方策 

（５）健康課題を解決するための個別の保健事業 

（６）個別の保健事業及びデータヘルス計画（保健事業全体）の評価・見直し 

（７）計画の公表・周知 

（８）個人情報の取扱い 

（９）地域包括ケアに係る取組及びその他の留意事項 

 

２－２．計画に記載すべき事項（国保組合） 

 

３．国からの支援等 

（１）国保・後期高齢者ヘルスサポート事業 

（２）保険者努力支援制度等  
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（別添１） 

保健事業の実施計画（データヘルス計画）策定の手引き 

 

１．計画の基本的事項 

（１）背景・目的 

（保健事業実施計画の背景） 

○ 平成25年６月14日に閣議決定された「日本再興戦略」において、「全ての健康保

険組合に対し、レセプト等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進

のための事業計画として「データヘルス計画」 の作成・公表、事業実施、評価等

の取組を求めるとともに、市町村国保が同様の取組を行うことを推進する。」とさ

れた。 

○ 平成26年３月、国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針（厚生

労働省告示）（以下「国指針」という。）の一部を改正する等により、健康・医療

情報を活用してＰＤＣＡサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を

図るための保健事業の実施計画（データヘルス計画）を策定した上で、保健事業

の実施・評価・改善等を行うものとした。 

○ その後、平成30年４月から都道府県が財政運営の責任主体として共同保険者と

なり、また、令和２年７月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2020

（骨太方針2020）」において、保険者のデータヘルスの計画の標準化等の取組の推

進が掲げられ、令和３年12月に経済財政諮問会議における「新経済・財政再生計

画 改革工程表2021」において、「保険者が策定するデータヘルス計画の手引きの

改訂等を検討するとともに、当該計画の標準化の進展にあたり、保険者共通の評

価指標やアウトカムベースでの適切なＫＰＩ1の設定を推進する。」と示された。 

○ このように、全ての保険者にデータヘルス計画の策定が求められ、効果的・効

率的な保健事業の実施に向けて、標準化の取組の推進や評価指標の設定の推進が

進められている。 

 

（市町村国保及び国民健康保険組合の保健事業の目的） 

○ 市町村国保及び国民健康保険組合（以下「国保組合」といい、以下、両者を併

せて「保険者」という。）においては、幅広い年代の被保険者が存在するため、こ

れらの年代の身体的な状況等に応じた健康課題を的確に捉え、課題に応じた保健

事業を実施することにより、健康の保持増進、生活の質（ＱＯＬ）の維持及び向

上が図られ、結果として、医療費の適正化 に資すると考えられる。 

 

（２）計画の位置付け 

（データを活用したＰＤＣＡサイクルの遂行） 

○ 保健事業の実施計画（データヘルス計画）（以下「計画」という。）とは、被保険

者の健康の保持増進に資することを目的として、保険者等が効果的・効率的な保健

 
1 重要業績評価指標。 
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事業の実施を図るため、特定健診等の結果、レセプトデータ等の健康・医療情報を

活用して、ＰＤＣＡサイクルに沿って運用するものである。 

 

（他の法定計画等との調和） 

○ 計画は、健康増進法に基づく「基本的な方針」を踏まえるとともに、都道府県健

康増進計画、都道府県医療費適正化計画、介護保険事業支援計画、後期保健事業の

実施計画（データヘルス計画）、国民健康保険運営方針、特定健康診査等実施計画

と調和のとれたものとする必要がある。 

○ その際、他計画の計画期間・目的・目標を把握し、データヘルス計画との関連事

項・関連目標を確認するプロセスが重要である。また、他の計画における関連事項・

関連目標を踏まえ、データヘルス計画において推進・強化する取組等について検討

し、市町村や取組を実行していく上で連携が必要となる関係者等に共有し、理解を

図ることが重要である。 

 

 

（３）標準化の推進 

① 標準化の利点 

○ 一般に、標準化とは、品質や性能の確保、利便性の向上、効率化等の確保など

を目指すために、一定の基準を設定し、それに従って、作り方や評価方法などを

統一することとされている。 

○ データヘルス計画を都道府県レベルで標準化することにより、以下のことが期

待できる。 

   ア．保険者 

    ・ 都道府県内で共通の評価指標を設定することにより、域内保険者において

同じ指標で経年的にモニタリングできるようになるほか、他の保険者と比較

したり、都道府県での自保険者の客観的な状況を把握したりすることができ

る。 

    ・ 地域の健康状況や健康課題の分析方法、計画策定、評価等の一連の流れを

共通化することで、これらの業務負担を軽減することができる。また、計画

等について、関係者の理解促進につながることや他計画等との調和を検討す

る際に有用である。 

    ・ 保健師等の専門職が配置されていないあるいは配置されていても少数にと

どまる保険者やデータ分析等に慣れていない保険者であっても、都道府県等

の支援を受けることにより、一定程度のデータ分析等を行うことできる。 

 

   イ．都道府県、保健所、国保連、支援・評価委員会 

    ・ 都道府県が、域内の健康課題の分析結果や共通の評価指標を含む健康づく

り施策の方向性を保険者等に示すことによって、都道府県と保険者等とが共
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有の認識を持つことができ、域内の保険者が、一定の方向性を持って、保健

事業を展開することができる。 

    ・ 保険者の健康状態や健康課題の状況を俯瞰的、客観的に把握することがで

き、保険者への支援や助言を的確化、効率化することができる。 

    ・ 保健事業の成果や実施率向上等につながった知見を収集、分析して、域内

の保険者に共有することにより、効果的・効率的な保健事業を実施すること

ができる。 

 

② 取り組むべき事項 

（域内保険者の計画の収集、分析） 

  ○ 都道府県、保健所、国保連等は、域内の保険者が策定した計画を収集、分析、

評価し、その結果を都道府県が行う国保保健事業等や保険者支援等に反映させ

る。 

 

（域内保険者が把握すべき共通の情報の収集、分析） 

  ○ 計画策定時に、域内すべての保険者に把握してもらいたいと都道府県が考える

健康課題を把握するために必要な情報を整理して、これを保険者に共有し、都

道府県に報告してもらう。保険者が把握すべき域内共通の情報を決めるにあた

っては、計画策定等に必要なものであり、かつ保険者が情報収集しやすいもの

とし、保険者と相談の上、決定することが望ましい。 

  ○ 域内保険者が把握すべき共通の情報については、例えば以下のようなものが考

えれるが、都道府県が地域の実情を踏まえて決定する。保険者支援の観点や情

報を整理する観点から、これらの情報を記載や収集するための共通の様式やツ

ールを都道府県が作成し保険者に配布することも考えられる。共通の様式例を

巻末に例示する。 

  （例） 

   ・ 人口や被保険者の構成、平均寿命、健康寿命、死因、生活習慣病の状況、特

定健康診査や特定保健指導の実施状況や結果の状況、医療費分析、要介護の認

定状況等、被保険者の健康状態や健康課題を把握するために必要な情報 

・ 上記情報の分析結果、分析結果から抽出した健康課題、健康課題に対応した

解決の方策 

・ 計画の目的、目標、評価指標、 目標を達成するために実施する個別の保健

事業 

・ 個別の保健事業ごとの目的、目標、評価指標、実施内容 

 

 （共通の評価指標の設定） 

  ○ 計画の達成状況や評価をするために評価指標の設定が必要であるが、評価指標
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は、保険者の健康課題や健康づくりの目指す方向等を踏まえて、保険者が設定

するものである。一方で、他の保険者との比較や、域内での当該保険者の健康

状況を把握するためには、域内で共通の評価指標を設定する必要がある。 

  ○ 域内保険者が把握すべき共通の情報と同様に、共通の評価指標を設定するにあ

たっては、計画の策定等に必要なものであり、かつ KDB から算出できるものや

他計画等で把握すべき指標等、可能な限り、保険者が情報収集しやすいものと

し、保険者と相談の上、決定することが望ましい。 

  ○ 共通の評価指標は、都道府県と域内保険者とが相談の上、設定するものである

が、共通の評価指標例を巻末に例示する。 

 

（効果的・効率的な保健事業の収集と域内保険者への周知） 

  ○ 標準化の推進によって得られた保険者の健康課題や計画の進捗状況、評価結果

等から保健事業の成果や実施率の向上等につながった知見を収集、分析し、域

内保険者に共有する。 

 

（標準化にあたっての留意点） 

  ○ 計画の標準化は、保険者の健康課題を効果的・効率的に解決するために行うも

のであるので、各保険者において最低限把握すべき情報や評価指標等を統一す

るものである。従って、保険者が、健康課題や地域の実情に応じて、把握すべ

き情報や評価指標等を追加することを妨げるものではない。 

  ○ 標準化の推進は、都道府県と保険者とが協力して取り組む必要があるので、都

道府県は標準化の意義や必要性を保険者に懇切丁寧に説明する。 

 

（４）関係者が果たすべき役割 

① 市町村国保の役割 

   保険者は、被保険者の健康の保持増進を図り、病気の予防や早期回復を図るため

に、国保部局が中心となって、関係部局や関係機関の協力を得て、保険者の健康課

題を分析し、計画を策定する。計画に基づき、効果的・効率的な保健事業を実施し

て、個別の保健事業の評価や計画の評価をし、必要に応じて、計画の見直しや次期

計画に反映させる。 

 

ア．健康課題の分析、計画の策定、保健事業の実施及び評価 

   ○ 保険者の健康課題の分析や計画の策定、保健事業の実施、評価等は、保健衛

生部局等の関係部局や都道府県、保健所、国保連等の関係機関の協力を得て、

国保部局が主体となって行う。 

   ○ 計画の策定等にあたっては、「２．計画に記載すべき事項と留意点」に示す

記載事項を参考に策定する。また、都道府県から計画策定にあたって方針等が
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示される場合には、その方針等を踏まえて策定する。 

   ○ 特に、市町村国保では、後期高齢者医療部局や介護保険部局、生活保護部局

と連携してそれぞれの健康課題を共有するとともに、市町村国保の健康課題に

加えて後期高齢者医療制度等における健康課題も踏まえて保健事業を展開す

る。 

また、保健事業の評価において、被保険者のり患状況や人工透析の導入等の

重症化の進行状況などのように長期間の観察を必要とするものについては、Ｋ

ＤＢシステム等を活用して、後期高齢者医療制度等の健康・医療情報と併せて

分析することに努める。 

 

イ．保険者内の連携体制の確保 

   ○ 保険者においては、保健事業の積極的な推進を図るために、保健衛生部局等

住民の健康の保持増進に関係する部局に協力を求め、市町村一体となって、計

画の策定等を進める。 

   ○ 具体的には、後期高齢者医療制度における保健事業を所管する高齢者医療部

局、市町村において保健事業を主に所管する保健衛生部局、介護予防事業をは

じめとする地域支援事業を所管する介護部局のほか、財政部局や企画部局、生

活保護部局等とも十分に連携し、計画策定等を進める。 

   ○ 特に、計画策定や保健事業の実施、評価等に当たっては、市町村健康増進計

画や医療をはじめとする地域の社会資源の状況等を踏まえて対応する必要が

あるので、保健衛生部局との連携が必要である。 

   ○ また、関係部局連携を促進するためには、幹部（首長や副市町村長、部長級

等）が計画策定等に主体的に関与することが重要である。 

 

ウ．国保部局の体制の確保 

   ○ 計画の策定から評価までの一連のプロセス（計画の策定等）において、国保

部局は、研修等による職員の資質向上に努める。 

○ 関係部局との庁内連携に加え、保健衛生部局の専門職が計画の策定等に関与

できるようにすることや都道府県等に技術的な支援を求めること、外部委託の

実施その他必要な措置を講じるなど、計画の実効性を確保する。関係部局との

連携に加え、保険者の実情に応じ、国保部局においても専任の保健師等の専門

職を配置するように努める。 

   ○ 計画期間を通じてＰＤＣＡサイクルに沿った確実な計画運用ができるよう、

担当者・チームの業務をマニュアル化する等により、担当者が異動する際には

経過等を含めて確実に引継ぎを行う等の体制を整える。 

 

  エ．関係機関との連携 
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（連携体制の構築） 

○ 計画の実効性を高めるためには、計画の策定等において、外部有識者をはじ

めとする関係機関との連携・協力が重要となる。 

   ○ 計画の策定等を進めるに当たっては、共同保険者である都道府県のほか、国

民健康保険団体連合会（以下「国保連」という。）や国保連に設置される支援・

評価委員会、地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、栄養士会等の

保健医療関係者等（以下「保健医療関係者」という。）、保険者協議会、後期高

齢者医療広域連合、健康保険組合等の他の医療保険者、地域の医療機関や大学

等の社会資源等と連携、協力する。 

   ○ 関係機関との連携・協力に当たっては、データヘルス計画の標準化やデータ

の見える化等を推進することにより、保険者の健康課題等を関係機関で共有す

る。 

○ また、これらの者に対し、保険者等の職員向け研修への参画を求めることも

考えられる。 

 

  （保健医療関係者との連携） 

○ 計画の実効性を高めるためには、保健医療関係者との連携が重要である。 

○ このため、保険者等は、計画の策定等に保健医療関係者の協力が積極的に得

られるよう、 

・ 意見交換や情報提供を日常的に行う 

・ 保健事業の構想段階から相談する 

・ 計画策定、保健事業の実施等に積極的に加わってもらう（策定等のための

会議体に参画してもらう） 

ことなどを通じて、連携に努める。 

 

  （国保連及び支援・評価委員会との連携） 

○ 国保連や支援・評価委員会は、計画の策定支援や個別の保健事業の実施支援

等を行っており、多くの支援実績が蓄積されている。このため、保険者は、可

能な限り支援・評価委員会等の支援・評価を受けて計画の策定等を進める。 

 

 （都道府県との連携） 

○ 都道府県は市町村国保の財政責任の運営主体となり共同保険者であること

から、特に市町村国保の保険者機能の強化については、都道府県の関与が更に

重要となる。 

○ このため、保険者等、中でも市町村国保は、 

・ 計画策定のための会議体に都道府県職員（保健所職員等）の出席を求める 

・ 計画素案について都道府県関係課と意見交換を行う 
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・ 現状分析のために都道府県が保有する健康・医療等に関するデータの提供

を求める 

ことなどを通じて、都道府県との連携に努める。  

 

（保険者協議会、他の医療保険者等との連携） 

○  市町村国保には、退職や転職等に伴う被用者保険からの加入者が多いことを

踏まえ、例えば保険者協議会等を活用して、市町村国保と国保組合、健康保険

組合をはじめとする被用者保険の保険者との間で、健康・医療情報やその分析

結果、健康課題、保健事業の実施状況等を共有したり、保険者間で連携して保

健事業を展開したりすることに努める。 

○ また、地域の保健、医療、介護、福祉、スポーツ等の関係者との連携等にも

留意する。 

 

（被保険者とのかかわり） 

○ 計画は、被保険者の健康の保持増進が最終的な目的であり、その実効性を高

める上では、被保険者自身が状況を理解して主体的・積極的に取り組むことが

重要である。 

○ このため、保険者は、外部有識者等だけではなく、被保険者の立場からの意

見を計画等に反映させるべきである。 

保険者は、 

・ 自治会等の地域組織との意見交換や情報提供を行う 

・ 被保険者向けの説明会を実施し、意見交換を行う。その際、健康課題の分

析結果を示す等、被保険者に当事者意識を持ってもらい、行動変容を促せる

よう工夫する 

・ 計画の策定等の際、積極的に参画してもらう（自治会等の地域組織からの

推薦や公募等により被保険者の立場の委員として参加してもらう） 

・ 計画の策定等の際以外にも、市町村の国民健康保険運営協議会等の場を通

じて、議論に参画してもらう 

ことなどを通じて、意見反映に努める。 

 

② 都道府県（国保部局）の役割 

   被保険者の健康の保持増進のために、保険者が、効果的・効率的に保健事業を実

施することができるよう、都道府県国保部局は、関係機関との連絡調整や専門職の

派遣や助言等の技術的な支援、情報提供等を通じて、積極的に保険者を支援するこ

とが求められる。 

 

  （健康課題の分析と課題解決に向けた方策の提示） 
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   ○ 国保部局は、保健衛生部局等の関係部局、保健所、国保連、保険者等の協力

を得て、広域的な観点から都道府県の健康課題や保健事業の実施状況等を把握、

分析する。その際、保険者ごとに健康課題等の分析も併せて行う。 

   ○ 国保部局は、健康課題や保健事業の実施状況等のほか、都道府県健康増進計

画や医療費適正化計画等を踏まえた上で、都道府県の健康課題や健康増進に係

る取組の方向性を保険者に提示し、保険者が都道府県や保険者ごとの健康課題

に対応した効果的・効率的な保健事業を実施することができるよう、保健所や

国保連と連携して、保険者に対して必要な助言や支援を積極的に行う。 

 

  （計画策定と実施、評価の支援） 

   ○ 国保部局は、計画策定と計画に基づく保健事業の実施、計画の評価等につい

て、関係部局、関係機関と連携して、保険者を支援する。 

   ○ 国保部局は、とくに、保健所、国保連と連携し、KDBシステム等を活用した

保険者ごとの健康課題等の分析、健康課題を踏まえた計画策定、国保ヘルスア

ップ事業等の個別の保健事業実施や評価、計画の評価、計画の見直しや次期計

画策定への反映等、各段階において保険者を支援する。 

   ○ 計画策定等の支援にあたっては、国保部局は、データヘルス計画の標準化を

推進することが望ましい。データヘルス計画を標準化することは、保険者ごと

の健康課題の解決と計画策定等に伴う保険者の業務負担の軽減につながるほ

か、都道府県等の保険者を支援する者が保険者ごとの健康課題等を客観的に把

握、俯瞰することが可能になり、市町村への効果的・効率的な支援が可能にな

る。 

 

  （人材育成） 

   ○ 国保部局は、保健所や関係部局、国保連、保健医療関係者等の協力を得て、

研修の実施や意見交換の場の設定等を通して、計画策定等や保健事業の業務に

従事する者（委託先の者も含む）の人材育成をする。 

 

  （関係部局との連携） 

   ○ 健康づくりに関係する施策は、保健衛生部局、高齢者医療部局、福祉部局、

まちづくり部局等様々な部局が関係しているため、国保部局は、都道府県内の

関係部局、保健所と健康課題や解決に向けた方策等を共有した上で連携して、

保険者を支援する。とくに、国保部局に、保健師や管理栄養士等の専門職が配

置されていない場合には、保健衛生部局等に協力を求め、保険者の支援に専門

職が関与することができるようにする。 

○ 地域の実情に応じたきめ細やかな支援を行うために、国保部局は、保健衛生

部局と調整の上で、保健所と連携して保険者を支援する。保健所との連携にあ
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たっては、保健所が自ら地域の健康課題等を分析することができるように、都

道府県は、例えば、保健所が国保データ（ＫＤＢ)システムのデータやデータ

分析の結果を利活用することができるように、国保連と連携してそれらの情報

を保健所に提供するなど、保健所を支援することが考えられる。 

 

  （関係機関との連携） 

○ 保険者支援にあたって、国保部局は、保健所との連携に加え、国保連や保健

医療関係者等と健康課題や解決に向けた方策等を共有した上で連携して保険

者を支援する等、重層的な支援体制を構築する。 

   ○ 都道府県の保健医療関係者と連携する場合は、保険者が郡市医師会等の地域

の保健医療関係者と連携して保健事業を展開できるよう配慮することが期待

される。 

 

③ 都道府県（保健衛生部局）の役割 

  保健衛生部局は、都道府県の健康づくり施策を担っていることを踏まえ、国保部

局の求めに応じて、保健師等の専門職が技術的な支援を行う。また、保健所が効果

的・効率的に保険者支援を展開できるように、国保部局と連携して、保健所を支援

する。 

 

④ 保健所の役割 

   保健所は、都道府県（国保部局、保健衛生部局）や国保連、郡市医師会をはじめ

とする地域の保健医療関係者（団体）等と連携、調整して、地域の社会資源の状況

等を踏まえた上で、地域の実情に応じた保険者支援を行う。 

 

  （管内の健康課題等の分析と市町村への共有） 

○ 保健所は、保健所管内単位での健康課題等や管内市町村ごとの健康課題、保

健事業の実施状況等を分析し、健康課題に応じた保健事業の展開に向けて、保

健所の健康増進施策の方針を示した上で、分析結果や今後の対応の方向性等に

ついて、市町村と情報共有する。 

 

  （管内市町村への技術的支援） 

○ 保健所は、個別相談会の開催や保健所に配置されている保健師等の専門職に

よる助言等を通して、市町村を支援する。とくに、被保険者数の少ない市町村

や、保健師等の専門職の配置が少ない市町村に対しては、健康課題等の分析や

計画策定、評価等について、市町村の専門職と保健所の専門職とが協力して取

り組むなど、市町村ごとの支援の必要性を踏まえた上で保険者支援を行う。 
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 ⑤ 国保連及び支援・評価委員会、国保中央会の役割 

ア．国保連及び支援・評価委員会 

    国保連及び支援・評価委員会は、計画の策定等の一連の流れに対して、保険者

を支援する。支援に当たっては、状況に応じて、単に解決策を提示するだけでは

なく、計画立案の考え方や評価指標の設定の考え方などを提示するなど、保険者

や地域の特性を踏まえて支援する。また、例えば、都道府県の求めに応じ都道府

県の会議・研修会等に参画することや、都道府県と共同で研修会や意見交換の場

を開催するなど、保険者を支援する立場にある都道府県との積極的な連携に努め

る。 

（ＫＤＢシステム等を活用したデータ分析と人材育成） 

○ 国保連は、都道府県や保険者の意見も踏まえ、ＫＤＢシステム等を活用し、

健康・医療情報を分析して、分析結果やその活用方法等を都道府県や保険者に

提供する。 

○ 保険者が自らＫＤＢシステムを利用して、地域の健康課題の分析や保健事業

の対象者の抽出、保健事業の評価等を行うことができるように、国保連は、研

修会の開催や資料の配布等を通してＫＤＢシステムの利活用の支援をする。 

  （支援・評価委員会による支援） 

○ 支援・評価委員会は、計画の策定支援や個別の保健事業の実施支援等の実績

を踏まえ、これまでの支援経験や構成員の幅広い専門的知見を活用して、保険

者への支援等を積極的に行う。 

イ．国保中央会 

(保険者支援機能の強化） 

○ 国保中央会は、国保データベース（ＫＤＢ）システムの開発・運用や国保・

後期高齢者ヘルスサポート事業等により、国保連や支援評価委員会の支援を通

して、保険者を支援する。 

○ 国保連や支援評価委員会が行う保険者への支援を効果的・効率的なものにす

るために、国保中央会は、国保連等が行った支援や助言内容等を収集、分析し、

優良な取組について横展開を図る。 

（国保連等の人材育成） 

○ 国保連の保険者支援の機能や保健事業の推進体制を強化するために、国保中

央会は、国保連の保健事業担当者等を対象に研修会の開催や意見交換の場の設

定等をして、保険者支援にかかわる人材の資質向上を図る。 

 

⑥ 後期高齢者医療広域連合の役割 

○ 広域連合にあっては、多くの場合、住民に身近な構成市町村が、保健事業の主

導的な役割を担い、実施の中心になることが想定されることから、構成市町村の

意見を十分に聴きながら、広域連合のデータヘルス計画の策定等を進める必要が
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ある。 

○ 策定の過程においては、都道府県内の全体的な状況と合わせて、構成市町村別

の状況についても同様に把握し、記載するよう努める。その際、75 歳以上の健

診・レセプト情報等を自らの現状分析に活用することはもとより、市町村国保が

地域の世代間の疾病構造や医療費等の動向を連続して把握することができるよ

う、市町村国保と必要な情報の共有を図るよう努める。この場合、市町村国保は、

健康課題の明確化や保健事業の効果検証等のため、共有された情報の活用を図る

よう努める。 

 

⑦ 保健医療関係者の役割 

  ○ 保健医療関係者は、計画策定時だけではなく、保健事業の実施や評価、保健事

業の業務に従事する者の人材育成等においても、保険者等の求めに応じ、保健医

療に係る専門的見地から、保険者への支援等を積極的に行う。 

 

２－１．計画に記載すべき事項と留意点（市町村国保） 

計画に記載すべき事項は以下を基本とするが、保険者や地域の実情に応じて、創意

工夫の上、計画を策定する。また、計画策定にあたっては、下記の事項に留意する。 

○ 市町村国保には、退職や転職等に伴う被用者保険からの加入者が多く、前期高齢

者の被保険者の割合が高い傾向にあることを踏まえ、年齢層に応じた健康課題の抽

出、保健事業の展開が必要である。 

○ 各項目はそれぞれが独立したものではなく相互に関係していることを認識し、計

画の進捗管理や評価が可能となるよう配慮する。 

○ 計画の実効性を担保するために、計画の策定や進捗管理、評価にあたっては、保

険者は、国保連の支援・評価委員会のような外部の第三者の専門家による支援や評

価を積極的に受けることとする。 

○ 計画策定を外部事業者に委託する場合であっても、①健康課題を踏まえた計画の

目的、目標、方策の設定、②個別の保健事業の設定、③個別の保健事業や計画全体

の評価、等については、保険者自らが取り組むことが望ましい。 

 

【計画に記載すべき事項】 

（１）基本的事項 

   ①計画の趣旨、②計画期間、③実施体制・関係者連携等の基本的事項 

（２）現状の整理 

   ①保険者の特性、②前期計画等に係る考察等 

（３）健康・医療情報等の分析・分析結果に基づく健康課題の抽出 

（４）データヘルス計画（保健事業全体）の目的、目標、目標を達成するための方

策 
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（５）健康課題を解決するための個別の保健事業 

（６）個別の保健事業及びデータヘルス計画（保健事業全体）の評価・見直し 

（７）計画の公表・周知 

（８）個人情報の取扱い 

（９）地域包括ケアに係る取組及びその他の留意事項 

 

各記載事項の留意点を以下に示す。 

 

（１） 基本的事項 

【記載内容】 

①計画の趣旨、②計画期間、③実施体制・関係者連携等の基本的事項について記載す

る。 

 

【留意点】 

① 計画の趣旨 

○ 国指針等を踏まえ、計画策定の趣旨や背景、目的等について分かりやすく記載

する。 

 

② 計画期間 

○ 計画期間は、他の保健医療関係の法定計画との整合性を考慮する。 

具体的には、都道府県における医療費適正化計画や医療計画等が、令和６年度か

ら11年度までを次期計画期間としているので、これらとの整合性を図るため同期間

を計画期間とすることを基本とする。 

 

③ 実施体制・関係者連携 

（関係部局連携による実施体制の明確化） 

○ 上記の関係者の役割を踏まえ、計画の策定、事業実施、評価、見直しの一連のプ

ロセスにおける実施体制を明確化する。 

○ その際、関係部局（担当）が参画するプロジェクトチーム方式による検討など、

具体的な連携の方策についても明確化することが望ましい。 

 

（外部有識者等の参画の明確化） 

○ 上記関係者の役割を踏まえ、計画の策定、評価、見直しの各段階における外部有

識者等や被保険者の参画について記載する。 

○ その際、 

・ 外部有識者等や被保険者が参画する会議体（既存の会議体を含む。）を活用す

る 
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・ 外部有識者等や被保険者から意見聴取を行う 

などの具体的な参画の方策についても明確化することが望ましい。 

 

 

（２）現状の整理 

【記載内容】 

①保険者の特性、②前期計画等に係る考察等について、記載する。 

 

【留意点】 

① 保険者の特性 

○ 被保険者の年齢構成、性別などのデータを把握し、被保険者がどのような特徴を

持つ集団であるかを記載する。 

年間の被保険者の異動の状況、居住地域などについても、保健事業の実施に当た

り必要となる情報なので、記載することが望ましい。 

 

② 前期計画等に係る考察 

○ 保健事業の実施状況、目標の達成状況等を評価するとともに、達成できた要因及

び達成が困難であった要因を分析する等、前期の計画全般について考察を行う。 

○ そのほか、保険者がこれまでに実施した保健事業に関して、その目的、対象、実

施方法、内容、実施体制及び評価について考察を行う（保健事業の棚卸し）など、

実績に基づいた保健事業の改善を検討する。 

○ 上記考察に当たっては、保険者の健康課題のうち、現在実施している保健事業で

対応できていること、対応できていないこと等、対応状況も明らかにして記載する

よう努める。 

 

 

（３）健康・医療情報等の分析・分析結果に基づく健康課題の抽出 

【記載内容】 

前期計画の評価とともに、健康・医療情報等を活用して、被保険者の健康状態、疾患

構成等を分析し、これらに基づき保険者が抱える健康課題を抽出して記載する。 

 

【留意点】 

ア．健康・医療情報の分析  

（全体像の把握） 

○ 被保険者の健康状況に係る全体像を把握する。 

 

 ＜把握すべきデータとデータ分析の例＞ 
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・ 健診データ（質問票を含む） 

性・年齢別受診率や、各種検査項目の有所見率、既往歴、健康状態、生活習

慣の状況など 

・ レセプトデータ 

性・年齢別受療率や、医療費の負担額が大きい疾患、将来的に医療費の負担

が増大すると予測される疾患、重複・頻回の受診状況、重複服薬の状況等の傾

向など 

・ 介護データ 

介護給付費や、要支援、要介護者の状況など 

・ その他の統計データ 

健康寿命、平均寿命、年齢調整死亡率、加入者の状況など 

 

○ 保険者の健康課題を的確に抽出するためには、上記データ単体にとどまらず、

これらを組み合わせたり、他の統計も活用したりすること等により、多角的・複

合的な視点に立った分析を行うことが望ましい。 

○ 市町村国保においては、地域の世代間の疾病構造や医療費等の動向を連続して

把握し効率的・効果的な保健事業を展開することができるよう、広域連合から共

有された、75歳以上の健診・レセプト情報等の分析結果を健康課題の明確化や保

健事業の効果検証等に活用するよう努める。 

○ また、データ分析や健康課題の抽出にあたっては、被保険者の年齢構成を踏ま

えて年齢層ごとに行うなど、以下の点に留意する。 

・ 被用者保険に比較して、被保険者に占める前期高齢者の割合が高く、加入者

に占める割合も大きいことを踏まえ、生活習慣病の重症化予防に加え、高齢者

の特性を考慮したデータ分析・課題の抽出を行う。 

・ 壮年期や中年期では、被用者保険に比較して、特定健診・特定保健指導をは

じめとする健診の実施率が低い傾向にあることを踏まえ、例えば、健診の未受

診の理由を分析するなど、課題の解決に資するデータ分析を行う。 

   

（ＫＤＢ等の活用） 

○ データ分析を効果的・効率的に進めるためには、ＫＤＢの活用を基本としつつ、

政府統計の総合窓口（ｅ－Ｓｔａｔ）など各種データベースを活用することが有

効である。 

○ ＫＤＢの活用に当たっては、より効果的・効率的な分析に向けて、国保連等に

よるＫＤＢに係る操作研修の受講、他保険者等の計画におけるＫＤＢ活用の好事

例の情報収集等に努める。 

 

（他との比較分析等） 
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○ 自らの現在の立ち位置を確認することで健康課題がより明確になるので、ＫＤ

Ｂ等を活用し、同規模保険者等と比較する、都道府県平均や全国平均のデータと

比較をする、経年比較や将来推計を行う等の比較分析を行う。 

○ 計画策定を委託業者に外部委託した場合であっても、保険者等が自らＫＤＢ等

を活用する等により、可能な限り的確な比較分析を行う。 

○ 健康・医療情報等の分析に当たっては、例えば、日常生活圏域ごとに分析を行

うなど、保険者の集団内部における傾向等も分析する。 

 

（質的情報の分析、地域資源の把握） 

○ 健康課題の抽出のためには、健診データや医療レセプトデータ等のみならず、

個人の生活実態や社会環境2等に着目して、地域特有の質的情報の分析や地域資源

の把握3に努めることも重要である。その際には、行政単位や中学校区単位などに

着目するほか、地域における公共交通機関、医療機関へのアクセスの利便性など

に着目することも考えられる。 

○ また、特に市町村国保は高齢者の被保険者が多い傾向があることから、多角的・

複合的に社会環境を把握するツールとして、日常生活圏域単位での現状分析、課

題抽出、地域資源や社会資源の把握等が出来る「地域包括ケア「見える化」シス

テム」 等を活用することも有用である。 

 

イ．健康課題の抽出・明確化 

（保健事業の対象となる健康課題の抽出・明確化） 

○ 上記の分析結果に基づき、前期計画の評価も踏まえ、健康課題を抽出・明確化

し、関係者と共有する。 

具体的には、例えば、 

・ 健診データ（質問票を含む。）により、有所見者割合の高い項目、性・年齢

階層別や生活習慣の傾向を把握・分析する 

・ 医療費が高額となっている疾患について、予防可能な疾患かどうかを見極め

る 

・ 介護データから有病割合の高い疾病を確認し、要介護状態と生活習慣病の関

連を把握する 

等により、健康課題を抽出・明確化することが考えられる。 

 
2 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針（平成24年厚生労働省告示第

430号）第一の四においては「社会環境」について、「個人の健康は、家庭、学校、地域、

職場等の社会環境の影響を受けることから、社会全体として、個人の健康を支え、守る環

境づくりに努めていくことが重要」とされている。 
3 質的情報とは、日ごろの保健活動における住民の声、地域の状況について課題と感じてい

ることや思いなど、単純な数値化が困難な情報を指す。地域資源とは、住民組織、民間企

業、専門職団体等を指す。 
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（他保険者等との連携による健康課題の抽出・明確化） 

○ 保険者等が保有するデータが被保険者の実態を必ずしも十分に把握できないこ

ともあるので、情報交換を行うなど他保険者等との連携を推進して4、健康課題を

より明確にするよう努める。 

○ 特に、75歳到達により後期高齢者医療制度に新たに加入することとなることを

踏まえ、市町村国保及び広域連合は、保険者等における健康課題の分析結果等を

共有する等、綿密な連携に努める。 

 

（優先して解決を目指す健康課題の優先順位づけ） 

 ○ 抽出した健康課題について、前期計画で取り組んでいる事業の状況や予算を含

めた保険者の保健事業実施体制等を踏まえて、優先して解決を目指す健康課題を

選定し優先順位を決める。 

 ○ 優先順位を決める際は、都道府県や保健所、国保連、支援・評価委員会等の第

三者に意見を求めるとともに、保健衛生部局の保健師等の専門職を参画させた上

で、国保部局の責任で決定する。 

 ○ 特定健康診査・特定保健指導や糖尿病性腎症重症化予防等の生活習慣病重症化

予防に係る健康課題は優先的に取り組む。 

 ○ 都道府県が共通の評価指標を設定する場合は、その指標に対応した健康課題に

ついても優先的に取り組む。 

 ○ 優先順位を決めるにあたっては、健康増進法に基づく基本方針や国保保健事業

実施指針等で示される国全体の健康づくり施策の方向性を踏まえるとともに、既

存の保健事業の実施状況や保険者の実施体制等のほかに、①当該健康課題が他の

健康課題に比較して被保険者の健康に及ぼす影響の大きさ、②保健事業による課

題の解決に向けた効果の程度、等を踏まえて決定する。 

 ○ 優先順位づけの目的は、あくまでも優先的に取り組むべき課題を整理すること

であり、優先順位が高くない課題に対して取り組む必要がないというものではな

い。優先順位が高くない課題に対しても、いつまでにどこまで何を取り組むべき

かについて検討する。 

 

（４）データヘルス計画（保健事業全体）の目的、目標、目標を達成するための方策 

【記載内容】 

健康課題を抽出・明確化した後、データヘルス計画（保健事業全体）の目指すべき目

的を設定した上で、その目的が達成されるために必要な目標を記載する。 

 

【留意点】 

ア．データヘルス計画（保健事業全体）の目的の設定 

 
4 市町村国保であれば、国保部局のみならず、保健衛生部局等の関係部局の保健師等が日頃

の保健活動を通じて把握している情報等を踏まえる、国保組合や広域連合であれば、市町

村の保健師等が日頃の保健活動を通じて把握している情報等を踏まえる等。 
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○ 目的は、計画の策定により数年後に実現しているべき「改善された状態」や、

被保険者に期待する変化を示すものであり、抽出された健康課題と対応して設定

する。 

 

イ．データヘルス計画（保健事業全体）の目標の設定 

（目標の設定） 

○ 目標は、健康課題と対応して設定した目的に到達するため、各年度、計画の中

間年度等といった経過ごと、異なる視点ごと等に設定する。 

 

（目標の期間） 

○ 目標には、短期的な目標と中長期的な目標を設定する。 

○ 中長期的な目標は、計画の最終年度までに達成を目指す目標を設定する。 

○ 短期的な目標は、原則として年度ごとに、中長期的な目標を達成するために必

要な保健事業等について、実施状況に関する目標や達成度合に関する目標を設定

する。ただし、事業目的の達成のために保険者が適当な時期を設定することも考

えられる。 

○ 各々の目標は、保健事業の実施体制等も勘案しつつ、抽出した健康課題に対応

する目標を設定する。 

 

（評価指標を用いた目標の設定） 

○ 目標の設定は、可能な限り、解決すべき健康課題に対応した評価指標を設定し、

具体的な数値により根拠をもって行う。 

数値目標については、健康日本21や市町村健康増進計画等の各種計画における

目標値が参考になる5。 

○ 都道府県が共通の評価指標を設定している場合は、保険者が設定した評価指標

に加えてその評価指標も設定する。 

  ○ なお、評価指標を用いた目標の設定は必ずしも必須ではないが、進捗管理や計

画の評価、計画の見直し等にあたっては、ストラクチャーやプロセスについても

検証が必要になるので、これらについても評価することができるように、目標を

設定する。 

 

（評価方法、体制の設定） 

 ○ 評価に用いるデータの入手時期や入手方法を含む評価方法や評価を行う体制に

 
5 特定健診・特定保健指導の実施率の目標値については、特定健康診査及び特定保健指導の

適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針（平成20年厚生労働省告示第150号）で示

された目標値を最大限尊重し、保険者の特性や社会的要因を分析したうえで、各保険者が

段階的に達成しうる挑戦可能な数値を設定することが考えられる。 
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ついても、あらかじめ設定して計画に記載する。評価を行う体制とは、例えば、評

価を行う会議体に外部有識者等に委員として参画してもらう、意見聴取を行う等の

方法が考えられる。 

 

（目標を達成するための方策） 

 ○ 抽出された健康課題や保健事業全体の目標、目的を踏まえて、健康課題を解決し

目標を達成するための方策を設定する。 

 

 

（５）健康課題を解決するための個別の保健事業 

【記載内容】 

「健康課題を解決するための個別の保健事業」では、目標達成のため保険者の健康課

題に対応した保健事業を選択・優先順位付けし、それぞれについて、実施内容等の必

要事項を記載する。 

 

【留意点】 

ア．計画に記載する保健事業の選択・優先順位付け等 

（すべての保険者で取り組む保健事業） 

○ 第２期に引き続き、生活習慣病の発症予防と重症化予防に取り組む。具体的に

は、特定健康診査・特定保健指導の実施率向上と糖尿病性腎症等の生活習慣病の

重症化予防に取り組む。その際、健康課題は年齢層ごとに異なることを踏まえ、

例えば、青年期、壮年期・中年期、前期高齢期等に分けて、これらの事業に取り

組むことも考えられる。 

○ また、都道府県が共通の評価指標を設定する場合は、保険者はその評価指標に

対応した保健事業を実施する。 

 

（保健事業の選択・優先順位付け） 

○ 健康課題や目標を十分に踏まえて、すべての保険者が取り組むべき保健事業に

加えて、幅広な内容の保健指導、非肥満者への保健指導、重複・頻回受診者対策、

重複・多剤服薬者対策など、保健事業を選択・優先順位付けする。 

○ 保健事業の選択・優先順位付けは、解決すべき健康課題に対応しているか、費

用対効果、影響する人数が多いか否か（対象者の規模）、予防可能な疾病か、改善

可能性が高いか、緊急性があるか、地域特性や社会環境を踏まえたものか等を考

慮して決定する。 

○ 保険者における人材や財源等は限られるため、抽出された健康課題や設定した

目標を踏まえ、優先順位を付けて事業展開を行う。 

○ これらの保健事業は、設定した目標に応じ、ポピュレーションアプローチとハ

イリスクアプローチを組み合わせる。 
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（他の事業との連携・役割分担） 

○ 市町村国保の場合、保険者として被保険者のみを対象として実施する保健事業

のほか、当該市町村内の保健衛生部局等が実施する広く市民を対象とする保健事

業等、健康の保持増進に資する事業が幅広く存在する。 

このため、保険者が行う保健事業の位置付けを明確にするためにも、他の部局

と連携・役割分担し、これらの事業を自ら行う保健事業と併せて計画に盛り込む

よう努める。 

 

（高齢者の特性を踏まえた事業展開） 

 ○ 75歳に達すると後期高齢者医療制度の被保険者となることを踏まえ、前期高齢

者の多くが加入する市町村国保においても、地域包括ケアシステムの構築に向け

て、広域連合とも連携しつつ健康・医療情報等の共有・分析を進め、生活習慣病

の重症化予防に加え、高齢者の特性を踏まえた、保健事業の選択を行うよう努め

る。  

 〇 特定健診・特定保健指導において、前期高齢者の特定保健指導該当者は、積極

的支援の該当者であっても動機付け支援の対象となるが、特定保健指導以外に、

例えば、糖尿病等の重症化予防事業による保健指導を実施したり、地域の社会資

源を活用したフレイル予防の活動につなげたり等、被保険者の健康課題に応じた

保健事業を展開できるように留意する。 

 ○ また、令和２年度以降、広域連合と市町村は「高齢者の保健事業と介護予防の

一体的実施」（以下「一体的実施」という）を開始しているため、市町村におけ

る保健事業の実施を検討する際には、75歳以上の高齢者に対する課題や目標につ

いて、広域連合と共有した上で、検討を進めることが重要である。併せて、広域

連合のデータヘルス計画における一体的実施に係る記載を中心に、課題や目標等

について確認する。  

 ○ なお、高齢者の特性を踏まえた保健事業の実施に当たっては、「高齢者の特性を

踏まえた保健事業ガイドライン第２版）」（令和元年10月）及び「高齢者の特性を

踏まえた保健事業ガイドライン第２版補足版」（令和４年３月）を有効に活用す

ることが考えられる。 

 

イ．個別の保健事業に係る目的、目標、評価指標の設定、実施内容等の明確化 

○ 計画に盛り込む個別の保健事業については、事業内容を評価可能なものとする

とともに、同様の健康課題を抱える保険者等との取組の比較が可能となるよう、

保健事業ごとに「目的」、「目標」、「評価指標」、「対象者」、「事業内容」、「実施方

法」、「評価体制・方法」、「実施体制」、「実施スケジュール」、「実施期間」、「実施

場所」等を整理し、計画に記載する。 
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○ 目標の設定は、保健事業全体の目標設定と同様に、短期的な目標、中長期的な

目標を設定する。 

○ 評価指標はアウトプット・アウトカムを中心とし、設定したアウトプット・ア

ウトカムを達成するために必要となるストラクチャー・プロセスについて、個別

の保健事業ごとに計画を策定することが重要である。 

 

【例】特定保健指導に４指標を位置付けてみると 

 

○アウトカム指標  ：特定保健指導対象者割合（目標値 25％未満） 

○アウトプット指標 ：特定保健指導実施率（目標値 60％以上） 

○プロセス   ：初回面接後２週間以内での進捗の確認（目標値 90％以上） 

○ストラクチャー：当日面接可能な健診機関との連携体制（目標値 ３機関以上） 

 

このうち、斜体部分は、保険者の保健事業に係る運営上の業務にかかわる内容であ

り、毎年の工夫で変わる要素も多く、必ずしも定量的ではないことから、計画に評価

指標・目標値を設定することは必須ではないが、評価時にはプロセスやストラクチャ

ーの視点での評価も重要である。 

 

 

ウ．個別の保健事業とデータヘルス計画の関係 

○ データヘルス計画は保険者の健康課題を解決するための計画であり、個別の保

健事業の計画を単純に１つにまとめたものではない。 

○ データヘルス計画は、保険者の健康課題、計画の目的・目標、計画の目的・目

標を達成するために必要な保健事業、それらの評価に必要な評価項目と目標値等

を統合したものである。 

 

 

（６）個別の保健事業及びデータヘルス計画（保健事業全体）の評価・見直し  

【記載内容】 

設定した目標等について、いつ、どのような評価を行うかを記載する。 

 

【留意点】 

ア．個別の保健事業の評価・見直し  

 ○ 個別の保健事業の評価は年度ごとに行うことを基本として、計画策定時に設定

した保健事業ごとの評価指標に基づき、事業の効果や目標の達成状況を確認する。 

 ○ 事業の評価は、健康・医療情報を活用して、費用対効果の観点も考慮して行う。 

 ○ 目標の達成状況が想定に達していない場合は、ストラクチャーやプロセスが適
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切であったか等を確認の上、目標を達成できなかった原因や事業の必要性等を検

討して、次年度の保健事業の実施やデータヘルス計画の見直しに反映させる。 

イ．データヘルス計画全体の評価・見直し 

① 評価の時期 

○ 設定した評価指標に基づき、計画の最終年度のみならず、年度ごと、中間時

点等計画期間の途中で進捗確認・中間評価を行うことを計画に記載する。 

  また、計画の最終年度においては、その次の期の計画の策定を円滑に行うた

め、当該最終年度の上半期に仮評価を行うことなどについても考慮する。 

 

② 評価方法・体制 

○ 計画は、中長期的な計画運営を行うものであることを踏まえ、短期では評価

が難しいアウトカム（成果）指標を中心とした評価指標による評価を行う。 

○ 評価に当たっては、市町村国保における保健事業の評価を広域連合と連携し

て行うなど、必要に応じ他の保険者等との連携・協力体制を整備することも重

要である。 

 

 

（７）計画の公表・周知 

【記載内容】 

策定した計画の具体的な公表方法（広報誌やホームページへの掲載等）、周知方法等

を記載する。 

 

【留意点】 

 ○ 計画は、被保険者や保健医療関係者等が容易に知り得るべきものとすることが重

要であり、このため、国指針において、公表するものとされている。 

具体的な方策としては、ホームページや広報誌を通じた周知のほか、都道府県、

国保連、保健医療関係者経由で医療機関等に周知し、配布する6。 

○ これらの公表・配布に当たっては、被保険者、保健医療関係者の理解を促進する

ため、計画の要旨等をまとめた簡易版を策定する等の工夫が必要である。 

○ また、都道府県は、例えば、保険者から計画を収集する一環として、保険者が計

画を掲載したリンクを収集し、その一覧を都道府県のホームページに掲載すること

などの工夫も考えられる。 

 

 

 
6 配布先が多数ある場合等には、計画を公表しているＵＲＬを案内する等の対応も考えられ

る。 
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（８）個人情報の取扱い 

【記載内容】 

 保険者等における個人情報の取扱いは、個人情報の保護に関する各種法令・ガイドラ

イン等によること等を記載する。 

 

【留意点】 

（個人情報に関する法令等の遵守等） 

○ 計画の策定に当たっては、活用するデータの種類や活用方法が多岐にわたり、特

にＫＤＢを活用する場合等には、健診結果やレセプトデータ情報を突合し加工する

等による統計情報と、個別の個人情報とが存在する。 

特に、健診データやレセプトに関する個人情報は、一般的には個人情報の保護に

関する法律（平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。）に定める要

配慮個人情報に該当するため、他の個人情報よりも慎重に取り扱うべきである。 

○ 保険者等においては、個人情報の保護に関する各種法令・ガイドラインに基づき、

庁内等での利用、外部委託事業者への業務委託等の各場面で、その保有する個人情

報の適切な取扱いが確保されるよう措置を講じる。 

〇 なお、個人情報の取り扱いについては、以下のガイドラインを参照すること。 

 ※ 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（行政機関等編）」（令

和４年１月（令和４年９月一部改正）個人情報保護委員会） 

  https://www.ppc.go.jp/files/pdf/230401_koutekibumon_guidelines.pdf 

 

（業務委託する場合の対応） 

○ 特に、保険者等が計画の策定支援業務を外部事業者に委託し、分析等の委託業務

の遂行のために健診結果やレセプトデータ等を当該事業者に渡す場合には、個人デ

ータの盗難・紛失等を防ぐための組織的、人的、物理的、技術的な安全管理措置及

び外的環境の把握等に留意して委託仕様等を作成するとともに、委託先において当

該個人データの安全管理措置等が適切に講じられるよう、保険者等が必要かつ適切

な管理、監督をするなど、個人情報の管理について、万全の対策を講じる。 

 

 

（９）地域包括ケアに係る取組及びその他の留意事項 

【記載内容】 

市町村国保、広域連合においては、高齢者を多く抱えるという保険者等の特性を踏ま

え、地域包括ケアに係る取組等について可能な限り記載するほか、その他の留意事項

を必要に応じて記載する。 

 

【留意点】 
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ア．地域包括ケアに係る取組 

○ 市町村国保や広域連合では、介護保険サービスを利用する被保険者が相対的に

多いという保険者特性を踏まえ、地域包括ケアに係る分析や課題抽出、保健事業

等について、可能な限り記載する。 

○ 具体的には、 

① 地域で被保険者を支える連携の促進 

・ 医療・介護・予防・住まい・生活支援など暮らし全般を支えるための直面

する課題などについての議論（地域ケア会議）に国保保険者として参加 

・ 広域連合においては、市町村や地域の医療･介護関係者の取組を支援・協力

すること など 

② 課題を抱える被保険者層の分析 

・ ＫＤＢデータなどを活用してハイリスク群・予備群等のターゲット層を性・

年齢階層・日常生活圏域等に着目して抽出し、関係者と共有 など 

③ 地域で被保険者を支える事業の実施 

・ ②により抽出されたターゲット層にお知らせ・保健師の訪問活動などによ

り働きかけ 

・ 地域住民の参加する介護予防を目的とした運動指導の実施、健康教室等の

開催、自主組織の育成 など 

④ 国民健康保険診療施設の施設・人材の活用7 

⑤ 地域包括ケアに係る事業等（①～④までの取組等）の評価 

などが考えられる。 

 

イ．その他の留意事項 

○ 他の項目に該当しない事項について、各保険者等の特性や現状等を踏まえ、必

要に応じて記載する。 

 

２－２．計画に記載すべき事項（国保組合） 

基本的には、市町村国保の計画策定の考え方は同じで、①現状の整理、②健康・医

療情報等の分析、③分析結果に基づく健康課題の抽出、④計画の目的、目標、方策の

設定、⑤個別の保健事業の決定、実施⑥個別の保健事業と計画の評価、の流れで進め

るが、以下の点に留意する。 

 ○ 国保組合は、母体団体の業種・業態、加入者の構成は様々で、健康課題も異なる

ので、それらの実態を把握し、国保組合の持つ強みや特性を踏まえた計画の策定等

を進める。 

 
7 国民健康保険診療施設の医療提供における役割だけでなく、地域で必要とされている保健

事業、訪問診療、介護サービス、生活支援等の一体的・総合的な提供における役割を考慮

する。国民健康保険診療施設がない場合であっても、公立病院等の活用が考えられる。 
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 ○ 業態により被保険者の労働環境や生活環境が異なることを踏まえて健康・医療情

報のデータ分析を行い、被保険者の実態にあった健康課題を抽出し、保健事業を展

開する。 

 ○ 被用者保険のデータヘルス計画策定の手引きも、必要に応じて参考にする。 

 

３．国からの支援等 

（１）国保・後期高齢者ヘルスサポート事業 

○ 国保連・国保中央会の保健事業として、平成26年度より、国保・後期高齢者ヘ

ルスサポート事業が開始され、国保連に保健事業支援・評価委員会を、国保中央

会に国保・後期高齢者ヘルスサポート事業運営委員会を設置し、国保保険者及び

広域連合等を支援している。 

○ 具体的には、保険者等がレセプトや健診データ等の分析に基づいた効果的・効

率的な保健事業を実施することができるように、各国保連の保健事業支援・評価

委員会は、保険者等からの求めに応じ、データヘルス計画の策定、評価、国保ヘ

ルスアップ事業の支援等を行っている。 

○ 国保中央会の国保・後期高齢者ヘルスサポート事業運営委員会は、各国保連の

保健事業支援・評価委員会の支援状況等を収集、分析の上、情報提供することに

より、各国保連や保健事業支援・評価委員会を支援している。 

○ 計画は、第三者の視点を加えて策定・評価することが重要であり、また、保健

事業支援・評価委員会には、計画の策定支援等についての知見が蓄積されている

ので、全ての保険者等で活用されることが期待される。 

 

 

（２）保険者努力支援制度等 

○ 国民健康保険の保険者努力支援制度は、保険者における医療費適正化に向けた

取組等に対する支援を行うため、保険者の取組状況に応じて交付金を交付する制

度として、平成30年度より本格実施している（取組評価分）。 

○ 令和２年度からは、予防・健康づくり事業の「事業費」として交付する部分を

創設（従来の国保ヘルスアップ事業を統合）し、「事業費」に連動して配分する

部分と併せて交付することにより、保険者における予防・健康づくり事業の取組

を後押している（事業費分・事業費連動分）。 

○ 保険者努力支援制度（事業費分）では、計画に基づく保健事業の実施及び計画

策定に係る費用の一部に対して助成しており、保険者は同制度を有効に活用し、

より質の高い計画とすることを目指し、策定を進めることが考えられる。 

○ 国保組合においても、平成30年度から各国保組合の取組状況等を評価して特別

調整補助金の一部を活用することで、国保組合の取組の支援を行うこととしてい

る。 



共通の評価指標について

○ 共通の評価指標の設定は、データヘルス計画の標準化の要である。
○ 指標の設定により、域内保険者の健康状況を経年的に観察することができ、保健事業の進捗状況を確認することができる。
○ 域内のすべての保険者が設定することにより、他保険者との客観的な比較が可能になり、域内での自保険者の位置付けを確認
することができる。

共通の評価指標の考え方

共通の評価指標の設定

１ すべての都道府県で設定することが望ましい指標
○ 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針や医療費適正化に関する施策についての基本的な方針で示され
ているものについては、すべての都道府県で設定することが望ましい。

２ 地域の実情に応じて都道府県が設定する指標
○ すべての都道府県で設定することが望ましい指標について、例えば、前期高齢期、壮年期・中年期、青年期等の年齢層別に指標
を設定する。

○ 都道府県の健康課題や高齢者の特性に応じた評価指標を設定する。
○ 地域の実情に応じて指標を設定する場合は、保健事業支援・評価委員会等の第三者に意見を求めることが望ましい。

○ 共通指標の設定は、保険者の理解と協力が必要であるので、都道府県は共通指標設定の意義や必要性を保険者に懇切丁寧
に説明する。

○ 都道府県の健康課題や健康づくり施策の方向性を踏まえて、保険者と相談して設定する。
○ 健康増進計画等他計画やKDBで定常的に把握できるもの等、保険者に過度な負担がかからない指標が望ましい。

保険者との考え方の共有

留意事項

○ 全被保険者の指標の他に、例えば、65歳未満の者と65歳以上の者などのように、年齢層別に指標を設定することも検討する。
○ 指標の設定にあたっては、事前に把握方法を検討しておく。把握に過度な費用や労力がかかるものは指標として望ましくない。
○ 健康寿命や医療費適正化の進展具合等の長期的なアウトカム指標は、経年的にモニタリングできるようにしておく。 26



指標（例） 分母 分子 考え方（指標の必要性）

特定健康診査実施率 特定健康診査対象

者数

特定健康診査受

診者数

○ 特定健診の対象者が実際に受診したかを測るア

ウトプット指標

○ 実施率が低い場合、特定健診で早期発見が可

能であったはずのメトボリックシンドローム該当者等を

発見できず、健診の効果が下がる

特定保健指導実施率 特定保健指導対象

者数

特定保健指導終

了者数

○ 特定保健指導の対象者が実際に保健指導を受

け終了したかを測るアウトプット指標

○ 実施率が低い場合、メトボリックシンドローム該当

者等に適切な保健指導ができず、保健指導の効

果が下がる

メタボリックシンドローム該当者・予

備群の減少率（特定保健指導

の対象者の減少率）

昨年度の特定保健

指導の利用者数

分母のうち、今年度、

特定保健指導の対

象者ではなくなった

者の数

○ 特定保健指導による短・中期的な視点で効果を

評価するアウトカム指標

○ 特定保健指導の実施体制や保健指導の技術的

な面等が適切だったかを検討する際に活用する

HbA1c 8.0％（NGSP値）以

上の者の割合

特定健康診査受診

者数

HbA1c 8.0％以

上の者の数

○ 血糖コントロール不良者数の状況を測るアウトカム

指標

○ 糖尿病や糖尿病性腎症の重症化予防の取組が

適切だったかを検討する際に活用する

すべての都道府県で設定することが望ましい指標（例）
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指標（例） 分母 分子 考え方（指標の必要性）

特定健診・特定保健指導実

施率、メタボリックシンドローム

該当者・予備群の減少率、

HbA1c8.0％以上の者の割

合の年齢階層別指標

各年齢層の分母該

当者数

各年齢層の分子該当者数 例えば、40歳以下、40歳～64歳、

65歳～74歳などの年齢層別に各

指標の状況を評価する

特定健康診査受診者のうち、

高血糖者の割合

特定健康診査受診

者数

HbA1c（NGSP値）6.5％以上の者

の数

糖尿病が強く疑われる者の数の状

況を評価する

糖尿病性腎症重症化予防事

業の対象者のうち、未治療者

や治療中断者の割合

特定健康診査受診

者数

糖尿病性腎症対象者の概数（※）

※特定健診結果から糖尿病治療なし

の者の概数を算出

糖尿病性腎症が疑われるが治療を

受けていない者の数を評価する

特定健康診査受診者のうち、

高血圧者の割合

特定健康診査受診

者数

①～③のいずれかを満たす者の数

①収縮期血圧≧130mmHg②拡張

期血圧≧85mmHg③血圧の服薬あり

血圧高値の者の数を評価する

特定健康診査受診者のうち、

運動習慣のある者の割合

特定健康診査受診

者数

標準的な質問票10又は11のいずれか

で「①はい」と回答した者の数

運動習慣のある者の数を評価する

特定健康診査受診者かつ前

期高齢者のうち、BMIが

20kg/m2以下の者の割合

前期高齢者の特定

健康診査受診者数

BMIが20kg/m2以下の者の数 前期高齢者のうち、低栄養傾向の

者の数を評価する

特定健診受診者かつ前期高

齢者のうち、咀嚼が良好でない

者の割合

前期高齢者の特定

健康診査受診者数

標準的な質問票13で「②歯や歯ぐき、

かみあわせなど気になる部分があり、か

みにくいことがある」または「③ほとんどかめ

ない」と回答した者の数

前期高齢者のうち、口腔機能の低

下が疑われる者の数の状況を評価

する

地域の実情に応じて都道府県が設定する指標（例）
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データヘルス計画策定のための共通の様式例

○　この様式例は、計画の標準化を推進するために、都道府県が保険者に提示する様式の
一例を示したものです。都道府県において独自の様式を作成することを妨げるものではあ
りません。

○　本様式例を参考に共通の様式を作成する場合は、都道府県の判断により、適宜、内容
を追加、削除していただいてかまいません。

○　都道府県で共通の様式を保険者に配布する際は、都道府県の健康課題や健康増進に係
る施策の方向性も併せて保険者に提示して、それらを踏まえて、様式を記入するよう保険
者に伝えてください。また、様式を配布するだけではなく、記載されたものや計画を回
収、分析して、保険者支援の参考にしてください。

○　保険者においては、都道府県から共通の様式が提示された場合は、その様式を参考に
して、計画を策定してください。共通の様式にある記載事項は、都道府県が、最低限、保
険者に記載してもらいたいと考えた事項です。計画の策定の際には、保険者の判断によ
り、共通の様式にある記載事項以外の情報を参考にしていただいてかまいません。



第３期データヘルス計画

Ⅰ　基本的事項

医師会

歯科医師会

薬剤師会

その他団体

（１）基本情報

（2023年3月31日時点）
全体 % 男性 % 女性 %

（２）現状の整理

被保険者の年齢構成、性別等のデータを把握し、被保険者がどのような特

徴を持つ集団であるかを記載する。

＜分析結果・グラフ等を貼付＞

 ２．（２）①保険者の特性

 ２．（２）②前期計画等に係

る考察

　　人口・被保険者 被保険者等の基本情報

※ 性・年齢階層別一覧表は、別表として添付する。

保健事業の実施状況、目標の達成状況等を評価し、前期の計画全般につい

て考察を行う。

　　人口（人）

　　国保被保険者数（人）

その他

 ２．（１）①計画の趣旨

 ２．（１）②計画期間

 ２．（１）③実施体制

 ２．（１）③関係者連携

（３）Ⅱ．保険者協議会

（３）Ⅱ．外部有識者

連携先

（３）Ⅰ．ⅰ）都道府県

（３）Ⅰ．ⅱ）保健所

（３）Ⅱ．保険者（市町村国

保、国保組合）

計画の実効性を高めるために協力・連携する地域関係機関の情報

計画策定の趣旨や背景、目的等について分かりやすく記載する。

令和６年度から11年度までを計画期間とすることを基本とするが、実態に

応じて設定する。

計画の策定、事業実施、評価、見直しの一連のプロセスにおける実施体制

を明確化する。

具体的な連携内容

（３）Ⅲ．国保連及び支援・

評価委員会、国保中央会

（３）

Ⅴ．保健

医療関係

者

（３）Ⅳ．後期高齢者医療広

域連合

（３）Ⅱ．他の医療保険者

（３）Ⅱ．被保険者

※手引きP4参照

「（３）関係者が果たすべき役割」 を参照し、関係者の役割

を記載する。

具体的には、保険者は、被保険者の健康の保持増進を図り、病気の

予防や早期回復を図るために、国保部局が中心となって関係部局や関

係機関の協力を得て、保険者の健康課題を分析し、計画を策定する。

計画に基づき、効果的・効率的な保健事業を実施して、個別の保健事

業の評価や計画を評価し、必要に応じて、計画の見直しや次期計画に

反映させる。

なお、関係者の具体的な役割（連携内容）を詳細に記載する

ことにより、中間評価等の際に、達成できた要因及び達成が困

難であった要因等が明確化されることが想定される。

※手引きP13参照

※手引きP14参



Ⅱ　健康医療情報等の分析と課題

健康・医療情報

等の大分類

左記の大分類のうち、健康・医療情報等の分析に

必要となる各種データ等（必要に応じて適宜追加）
参照データ

健康課題

との対応

平均寿命・平均自立

期間・年齢調整

死亡率　等

・平均寿命

・平均自立期間

・年齢調整死亡率　等

医療費の分析

・性・年齢階層別受療率

・医療費の負担額が大きい疾患

・将来的に医療費の負担が増大すると予測される疾患

・重複・頻回の受診状況

・重複服薬の状況等の傾向　等

特定健康診査・特定

保健指導等の健診

データ（質問票を

含む）の分析

・性・年齢階層別受診率

・各種検査項目の有所見率

・健康状態、生活習慣の状況

・特定健診及び特定保健指導の実施状況に関する分析　等

レセプト・健診データ

等を組み合わせた分析

・特定健診・特定保健指導受診者の重症化予防

・特定健診・特定保健指導受診者の発症予防

・各種検査項目の有所見率者等に着目した重症化予防

・各種検査項目の有所見率者等に着目した発症予防　等

介護費関係の分析

・介護給付費の状況

・介護認定の状況

・介護データから有病割合の高い疾病を確認し、要介護状態と生活

習慣病の関連を把握する　等

その他 ・健康課題等に応じて適宜実施。

参照データ

（帳票名、データ項目

名等を記載）

＜分析結果・グラフ等を貼付＞

左記分析

結果から

健康課題

の抽出の

有無等を

記載する。

※手引きP15以降を参照し、必要な

分類等については、適宜追加し、分

析の上、課題を把握する。



Ⅲ　第３期データヘルス計画　計画全体

計画策定

時実績

目的 目標
2022年度

(R4)

2024年度

(R6)

2025年度

(R7)

2026年度

(R8)

2027年度

(R9)

2028年度

(R10)

2029年度

(R11)

Ａ Ａ

Ｂ
・

・

Ｃ Ｂ

Ｄ
・

・

Ｃ

・

・

Ｄ

・

・

事業

番号
事業分類 事業名称

重点・

優先度

1

2

3

4

・

・

加入者の健康に関する課題
データヘルス計画全体

における目的・目標
抽出した健康課題に対して、この計画によって目指す姿（目的）・目標・評価項目

事業概要

評価指標

目標値データヘルス計画全体における対応する

保健事業

番号

保険者の

健康課題

項目 健康課題

優先す

る健康

課題

個別の保健事業

（注１）太枠の2026年度は中間評価年度、2029年度は最終評価年度。

（注２）実績年度が異なる場合には、欄外等に注釈を記載。

（注３）目標値は、必要な年度に記載。

項目

健康医療情報等

のデータ分析結

果に基づく健康

課題の抽出・明

確化

解決を

目指す

健康課

題の優

先順位

解決す

べき健

康課題

と保健

事業の

対応づ

け

保健事業

全体の目的

の設定

保健事業

全体の目標

の設定

保健事業

全体の評価

指標の設定

保健事

業の重

点化

保健事業の構造

保健事業全体の目標値の設定

※健康・医療情報等の分析 によ

り、抽出・明確化された健康課

題に対して、手引きP18以降を

参照し、データヘルス計画の

全体の健康課題、目的、目標、

評価指標等（第３期データヘ

ルス計画から新たに設定）と

個別の保健事業を分けて記載

し、計画全体（上段の表）と個

別の保健事業（下段の表）を

関連づけるとともに、それぞ

れを連動して整理することが

重要となる。

この関連づけ及び連動が、

第２期計画と第３期計画の相

違点の一つ。



ストラク
チャー

（体制）

事業の
実施体制

プロセス
（方法）

事業の
実施方法

計画策定

時実績

2022年度

(R4)

2024年度

(R6)

2025年度

(R7)

2026年度

(R8)

2027年度

(R9)

2028年度

(R10)

2029年度

(R11)

ａ

ｂ

・
・

計画策定

時実績

2022年度

(R4)

2024年度

(R6)

2025年度

(R7)

2026年度

(R8)

2027年度

(R9)

2028年度

(R10)

2029年度

(R11)

ａ

ｂ

・
・

Ⅳ　第３期データヘルス計画　個別の保健事業

事業 1 事業名

事業の目的

事業の概要

アウト
プット

（実施量
・率）

評価指標

（注１）評価指標が複数ある場合には、それぞれ記載するが、単独の場合には、項目ａのみ記載する。
（注２）太枠の2026年度は中間評価年度、2029年度は最終評価年度。

対象者

指標 項目 評価指標
評価対象・

方法

目標値

（注１）評価指標が複数ある場合には、それぞれ記載するが、単独の場合には、項目ａのみ記載する。
（注２）太枠の2026年度は中間評価年度、2029年度は最終評価年度。

指標 項目 評価指標
評価対象・

方法

アウト
カム

（成果）
評価指標

目標値

事業の目的＝健康課題の解決 ※手引きP22を参照

事業の成果を測るアウトカム評価指標・目標値

事業の実施量・率を測るアウトプット評価指標・目標値

※個別事業において、アウトカム、アウトプット評価指標の算出基礎数値を詳細に記載す

ることで、中間評価等の際に、個別事業の良かった点、悪かった点、見直すべき点等が見

えてくることが想定されます。

具体的には、例えば、糖尿病性腎症重症化予防事業において、担当職員数、担当

時間、対象とする被保険者数、被保険者へのアプローチの内容等を記載することに

より、事業の結果に対して、担当職員の関わり方等が適切であったか否かの評価が

可能になると考える。



Ⅴ　その他

データヘルス計画の

評価・見直し

データヘルス計画の

公表・周知

個人情報の取扱い

地域包括ケアに

係る取組

その他留意事項

※手引きP22参照

※手引きP23参照

※手引きP23参照

※手引きP24参照




